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気候変動適応法の施行について気候変動適応法の施行について

中央環境審議会
気候変動影響評価等小委員会

気候変動適応法
気候変動適応計画

平成27年
「気候変動影響評価報告書」
（平成27年3月中央環境審議会） 「気候変動の影響への適応計画」

（平成27年11月27日閣議決定）

平成28年
小委員会の再開（10月～）
➢ 第２次気候変動影響評価に向けた議論の開始

平成29年 適応計画のフォローアップ

平成30年

適応計画のフォローアップ
「気候変動適応法」（平成30年６月公布、12月施行）
「気候変動適応計画」（平成30年11月閣議決定）

平成31年
令和元年

気候変動影響評価報告書（案）作成
➢ ３月に小委員会で議論予定 適応計画のフォローアップ

令和２年

報告書（案）パブリックコメント（夏～秋）

第２次「気候変動影響評価報告書」の公表
（秋～冬）

適応計画のフォローアップ

令和３年
「気候変動適応計画」の改訂（秋～冬）

気候変動影響に関する
知見の収集

第１次気候変動影響評価
（H27）以降、約2000の知見を

新たに収集済
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